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平成 20 年 5 月 15 日 

各 位 

会 社 名 四 国 化 成 工 業 株 式 会 社 

代 表 者 名 代表取締役会長 兼 Ｃ.Ｅ.Ｏ. 

 山下 矩仁彦 

(コード番号 ：  ４０９９   東証 第１部） 

問 合 せ 先 取締役常務執行役員 企画･管理担当 

 富田 俊彦 

 (TEL. 0877‐22‐4111) 

 

 

当社株式の大量買付行為への対応策（買収防衛策）の導入について 

 

当社は、平成 20 年 5 月 15 日開催の取締役会において、会社法施行規則第 127 条に定める「株式会

社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針」（以下、「会社の支配に関す

る基本方針」といいます。）を決議しました。あわせて平成 20 年 6 月 26 日開催予定の当社第 88 回定

時株主総会に「当社株式の大量買付行為への対応策（買収防衛策）」（以下、「本プラン」といいます。）

及び買収防衛策の導入等の決議機関に関する「定款変更議案」を付議することを決議しましたので、

お知らせいたします。  

本プランにつきましては、当社監査役 4名はいずれも、本プランの具体的な運用が適正に行われる

ことを条件として、本プランに賛成する旨の意見を述べております。 

 

 

Ⅰ. 会社の支配に関する基本方針 

 

当社は、公開会社として当社株式の自由な売買を認める以上、株式の大量取得を目的とする買付け

が行われる場合において、それに応じるか否かの判断は、最終的には、株主全体の意思に基づいて行

われるべきだと考えております。 

しかし、当社株式の大量取得行為や買付提案の中には、その目的等からみてステークホルダーとの

関係を破壊するもの、当社に対して高値で買取りを請求する場合や、株主の皆様に株式の売却を事実

上強要するおそれがあるもの、また当社や株主の皆様が買付けの条件について検討し、あるいは当社

が代替案を提案するための十分な時間や情報を提供しないもの等、企業価値及び株主共同の利益に対

する明白な侵害をもたらすものもないとは言えず、これらの行為に関して、当社の基本理念や株主の

皆様を始めとするステークホルダーの利益を守るのは、当社の経営を預かるものとして当然の責務で

あると認識しております。 

そこで、当社は、かかる買付行為に対して、当社取締役会が、当社が設定し事前に開示する一定の

合理的なルールに従って適切と考える方策をとることも、当社の企業価値及び株主共同の利益を守る

ために必要であると考えております。 
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Ⅱ．会社の支配に関する基本方針の実現に資する特別な取組み 

 

1. 企業理念、企業ビジョン等 

当社グループは、創業の基となり事業展開の源泉ともなってきた「独創力」を企業理念として、

「豊かで輝く企業、小粒でも世界に通用する企業集団となる」ことをビジョンに掲げております。

このビジョンの実現に向け「スピード ＆ ストレッチ」を行動指針として、より高い目標設定とそ

の達成に向けた意思決定、並びに行動の迅速化を全役職員共通の価値観としています。 

 

2. 中期経営計画「Shikoku Survival Strategy（SSS）」 

上記ビジョンに近づくための具体的な取組みとして、当社グループでは平成 22 年 3 月期を最終

年度とする 5 年間の中期経営計画「Shikoku Survival Strategy（SSS）」を策定し、その達成に向

けた事業運営を行っております。 

SSS は、コア･コンピタンスを重視した研究開発型のグローバル・ニッチ企業志向、現場重視主義

の経営を基本方針に置き、既存コア事業の強化・拡大による収益性向上を第 1ステップとして、新

規事業創出による事業規模の拡大、またグループ会社を含めた包括的な競争力向上とグループ経営

を主眼とした経営効率化を目指しております。 

化学品事業においては、グローバル・ニッチの方針の下、既存各事業の深耕とその周辺展開によ

る事業基盤の強化とともに、事業ポートフォリオの再構築も視野に入れ、全体としての更なる収益

性向上を最優先に、次代を担う事業の育成に努めております。また、建材事業においては、壁材と

エクステリア、あるいは両者が融合する領域で、商品の独自性とユーザーニーズへのきめ細かな対

応による差別化を図りつつ事業領域拡大に取り組むとともに、収益性を重視した営業戦略と一層の

効率化を推進し、事業基盤の強化を図っております。 

全体の計数目標としては、連結売上高 500 億円、連結営業利益 50 億円、ＲＯＡ（総資産純利益

率）5％を掲げておりますが、既に連結営業利益とＲＯＡについては所期の目標を達成しておりま

す。 

 

3. コーポレート･ガバナンス及び内部統制システムの整備 

当社は、継続的な企業価値向上のため、コーポレート･ガバナンスが有効に機能する組織と透明

性の高い株主重視の経営システムの構築を重要施策として認識しております。「上場会社コーポレ

ート･ガバナンス原則」に則り、株主の権利の保護、株主の平等性の確保、ステークホルダーとの

円滑な関係の構築、適時適切な情報開示を重視し、その実効性を確保する体制の構築に努めており

ます。 

適正なコーポレート･ガバナンスを確保するために、意思決定･監督機能と業務執行機能を分離し、

執行役員制度を導入するとともに、各々の機能にＣ.Ｅ.Ｏ.（最高経営責任者）とＣ.Ｏ.Ｏ.（最高

執行責任者）を置いております。経営責任と業務執行責任を明確にし、経営環境の変化に迅速に対

応できるようにするため、取締役、執行役員の任期は 1年としております 

また、企業の社会的責任を真摯に受け止め、内部統制システムの構築によりグループ全体のコン

プライアンス体制並びにリスク管理体制を確立するとともに、「環境・安全・健康」を確保するた

めに環境負荷軽減と環境保全に向けた活動を自主的かつ継続的に行い、循環型社会の形成に貢献す

る企業集団を目指して取り組んでおります。 
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当社グループは、今後とも、こうした「中期経営計画 SSS」への取組みやコーポレート･ガバナン

ス向上への取組みが、企業価値の向上、ひいては株主共同の利益の向上に資するものと考えており

ます。 

 

 

Ⅲ．本プランの内容（会社の支配に関する基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事

業の方針の決定が支配されることを防止するための取組み）  

 

1. 本プランの導入目的 

当社取締役会は、当社株券等の大量買付行為を行おうとする者が遵守すべきルールを明確にし、

株主の皆様が適切な判断をするために必要かつ十分な情報及び時間、並びに大量買付行為を行おう

とする者との交渉の機会を確保するために、本プランを導入することといたしました。 

本プランは、以下のとおり、当社株券等の大量買付行為を行おうとする者が遵守すべきルール（以

下、「大量買付ルール」といいます。）を策定するとともに、一定の場合には当社が対抗措置をとる

ことを明らかにし、これらを適切に開示することにより、当社の企業価値及び株主共同の利益に資

さない当社株券等の大量買付行為を行おうとする者に対して、警告を行うものです。 

本プランの概要につきましては、別紙 1「本プランのフロー図」をご参照下さい。また、平成 20

年 3 月 31 日現在における当社大株主の状況は、別紙 2「大株主の状況」のとおりです。 

なお、本日現在、当社株式の大量買付けに関する打診や申入れ等はなく、当社株式の大量買付け

に係る具体的な脅威が生じているという認識はございません。 

 

2. 本プランの対象となる当社株券等の買付け 

（1）対象となる大量買付等 

本プランは以下の①又は②に該当する当社株券等の買付け又はこれに類似する行為（但し、当社

取締役会が承認したものを除きます。かかる行為を、以下、「大量買付等」といいます。）がなされ

る場合を適用対象とします。大量買付等を行い、又は行おうとする者（以下、「買付者等」といい

ます。）は、予め本プランに定められる手続きに従わなければならないものとします。 

 

① 当社が発行者である株券等 1について、保有者 2の株券等保有割合 3が 20％以上となる買付

け 

② 当社が発行者である株券等 4について､公開買付け 5に係る株券等の株券等所有割合 6及びそ

の特別関係者 7の株券等所有割合の合計が 20％以上となる公開買付け 

                                              
1
 金融商品取引法第 27 条の 23 第１項に定義されます。以下別段の定めがない限り同じとします。なお、本プランにおいて引用さ

れる法令等に改正（法令名の変更や旧法令等を継承する新法令等の制定を含みます。）があった場合には、本プランにおいて引用さ

れる法令等の各条項は、当社取締役会が別途定める場合を除き、当該改正後においてこれらの法令等の各条項を実質的に継承する法

令等の各条項に読み替えられるものとします。 
2
 金融商品取引法第 27 条の 23 第１項に規定される保有者をいい、同条第 3項に基づき保有者に含まれる者を含みます。 
3
 金融商品取引法第 27 条の 23 第 4 項に定義されます。以下同じとします。 
4
 金融商品取引法第 27 条の 2第 1 項に定義されます。以下②において同じとします。 
5
 金融商品取引法第 27 条の 2第 6 項に定義されます。以下同じとします。 
6
 金融商品取引法第 27 条の 2第 8 項に定義されます。以下同じとします。 
7
 金融商品取引法第 27 条の 2 第 7 項に定義される特別関係者をいいます。但し、同項第 1 号に掲げる者については､発行者以外の

者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令第 3条第 2 項で定める者を除きます。以下同じとします。 
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3. 大量買付ルールの内容 

当社は、買付者等が当社取締役会に対して大量買付等に関する必要かつ十分な情報を事前に提供

し、当社取締役会のための一定の評価期間が経過した後にのみ、大量買付等を開始することができ

る、という大量買付ルールを設定いたします。 

また、大量買付ルールに関連して、本プランを適正に運用し当社取締役会の恣意的判断を防止す

るため、独立委員会を設置するとともに、株主の皆様の意思を尊重する見地から、必要に応じて株

主意思の確認手続きを行うこととします。 

当社の設定する大量買付ルールの具体的な内容は、以下のとおりです。 

 

（1）「意向表明書」の当社への事前提出 

買付者等におきましては、大量買付等の実行に先立ち、当社取締役会に対して、当該買付者等が

大量買付等に際して本プランに定める手続きを遵守する旨の誓約文言等を記載した書面（以下、「意

向表明書」といいます。）を当社の定める書式により日本語にて提出していただきます。 

具体的には、「意向表明書」には、以下の事項を記載していただきます。 

① 買付者等の概要 

    （ｲ） 氏名又は名称及び住所又は所在地 

    （ﾛ） 代表者の役職及び氏名 

    （ﾊ） 会社等の目的及び事業の内容 

    （ﾆ） 大株主又は大口出資者（所有株式又は出資割合上位 10 名）の概要 

    （ﾎ） 国内連絡先 

    （ﾍ） 設立準拠法 

② 買付者等が現に保有する当社の株券等の数、及び、意向表明書提出前 60 日間における買付

者等の当社の株券等の取引状況 

③ 買付者等が提案する大量買付等の概要（買付者等が大量買付等により取得を予定する当社の

株券等の種類及び数、並びに大量買付等の目的（支配権取得もしくは経営参加、純投資もし

くは政策投資、大量買付等の後の当社の株券等の第三者への譲渡等、又は重要提案行為等 8

その他の目的がある場合には、その旨及び内容。なお、目的が複数ある場合にはそのすべて

を記載していただきます。）を含みます。） 

 

（2）「本必要情報」の提供 

上記（1）の「意向表明書」をご提出いただいた場合には、買付者等におきましては、以下の手

順に従い、当社に対して、大量買付等に対する株主の皆様のご判断のために必要かつ十分な情報（以

下、「本必要情報」といいます。）を提供していただきます。 

まず、当社は、買付者等に対して、「意向表明書」を提出していただいた日から 10 営業日 9（初

日不算入）以内に、当初提出していただくべき情報を記載した「情報リスト」を上記（1）①（ﾎ）

の国内連絡先に発送いたしますので、買付者等には、かかる「情報リスト」に従って十分な情報を

当社に提出していただきます。 

 
                                              
8
 金融商品取引法第 27 条の 26 第１項、金融商品取引法施行令第 14 条の 8 の 2第 1 項、及び株券等の大量保有の状況の開示に関す

る内閣府令第 16 条に規定される重要提案行為等をいいます。以下別段の定めがない限り同じとします。 
9
 営業日とは、行政機関の休日に関する法律第 1 条第 1項各号に掲げる日以外の日をいいます。以下同じとします。 
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また、上記の「情報リスト」に従い買付者等から提供していただいた情報では、大量買付等の内

容及び態様等に照らして、株主の皆様のご判断及び当社取締役会の評価・検討等のために不十分で

あると当社取締役会が合理的に判断する場合には、当社取締役会が別途請求する追加の情報を買付

者等から提供していただきます。 

なお、大量買付等の内容及び態様等にかかわらず、以下の各項目に関する情報は、原則として「情

報リスト」の一部に含まれるものとします。 

 

① 買付者等及びそのグループ（共同保有者 10、特別関係者及びファンドの場合は各組合員その

他の構成員を含みます。）の詳細（沿革、具体的名称、資本構成、事業内容、財務内容、役員

の氏名及び職歴等を含みます。） 

② 大量買付等の目的（「意向表明書」において開示していただいた目的の詳細）、方法及び内容

（経営参画の意思の有無、大量買付等の対価の種類及び金額、大量買付等の時期、関連する

取引の仕組み、買付予定の株券等の数及び買付等を行った後における株券等所有割合、大量

買付等の方法の適法性を含みます。） 

③ 大量買付等の対価の算定根拠（算定の前提事実、算定方法、算定に用いた数値情報及び大量

買付等に係る一連の取引により生じることが予想されるシナジーの内容、算定の際に第三者

の意見を聴取した場合における当該第三者の名称､意見の概要及び当該意見を踏まえて金額

を決定するに至った経緯を含みます。） 

④ 大量買付等の資金の裏付け（資金の提供者（実質的提供者を含みます。）の具体的名称、調

達方法及び関連する取引の内容を含みます。） 

⑤ 大量買付等に際しての第三者との間における意思連絡の有無及び意思連絡がある場合はそ

の内容及び当該第三者の概要 

⑥ 買付者等が既に保有する当社の株券等に関する貸借契約、担保契約、売戻契約、売買の予約

その他の重要な契約又は取決め（以下、「担保契約等」といいます。）がある場合には、その

契約の種類、契約の相手方及び契約の対象となっている株券等の数量等の当該担保契約等の

具体的内容 

⑦ 買付者等が大量買付等において取得を予定する当社の株券等に関し担保契約等の締結その

他第三者との間の合意の予定がある場合には、予定している合意の種類、契約の相手方及び

契約の対象となっている株券等の数量等の当該合意の具体的内容 

⑧ 大量買付等の後における当社及び当社グループの経営方針、事業計画、資本政策及び配当政

策 

⑨ 大量買付等の後における当社の従業員、労働組合、取引先、顧客及び地域社会その他の当社

に係る利害関係者の処遇等の方針 

⑩ 当社の他の株主との利益相反を回避するための具体的方策 

 

なお、当社取締役会は、買付者等から大量買付等の提案がなされた事実とその概要及び本必要情

報の概要その他の情報のうち株主の皆様のご判断に必要であると認められる情報がある場合には、

速やかに開示いたします。 
                                              
10
 金融商品取引法第 27 条の 23 第 5 項に定義される共同保有者をいい、同条 6 項に基づき共同保有者とみなされると当社取締役会

が認めた者を含みます。以下同じとします。 
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当社取締役会は、買付者等より提出を受けたすべての情報を独立委員会に提供し、独立委員会は、

提供された内容が本必要情報として不十分であると判断した場合には、取締役会を通して､買付者

等に対して､本必要情報を追加的に提出するよう求めることがあります。 

当社取締役会及び独立委員会が、買付者等による本必要情報の提案が十分になされたと認めた場

合には、当社取締役会は、その旨を買付者等に通知（以下、「情報提供完了通知」といいます。）す

るとともに、速やかにその旨を開示いたします。 

 

（3）取締役会評価期間の設定等 

当社取締役会は、情報提供完了通知を行った後、大量買付等の評価の難易度等に応じて、以下の

①又は②の期間（いずれも初日不算入）を、当社取締役会による評価、検討、交渉、意見形成及び

代替案立案のための期間（以下、「取締役会評価期間」といいます。）として設定します。 

 

① 対価を現金（円価）のみとする公開買付けによる当社全株券等を対象とする公開買付けの場

合には 60 日間 

② その他の大量買付等の場合には 90 日間 

 

但し、上記①、②いずれにおいても、取締役会評価期間は取締役会が必要と認める場合には延長

できるものとし、その場合は、具体的延長期間及び当該延長期間が必要とされる理由を買付者等に

通知すると共に株主の皆様に開示いたします。また、延長は原則として一度に限るものとし、延長

の期間は最大 30 日間とします。 

当社取締役会は、取締役会評価期間内において、必要に応じて適宜外部専門家等の助言を得なが

ら、買付者等から提供された本必要情報を十分に評価･検討し、当社の企業価値及び株主共同の利

益の確保・向上の観点から、買付者等による大量買付等の内容の検討等を行うものとします。当社

取締役会は、これらの検討等を通して、大量買付等に関する当社取締役会としての意見を慎重にと

りまとめ、買付者等に通知するとともに、適時かつ適切に株主の皆様に開示いたします。 

また、必要に応じて、買付者等との間で大量買付等に関する条件・方法について交渉し、更に、

当社取締役会として、株主の皆様に代替案を提示することもあります。当社取締役会は、買付者等

より意向表明書、本必要情報の提出を受け、取締役会評価期間開始と同時に、独立委員会に対し、

買収防衛策発動の是非について諮問します。 

 

（4）独立委員会 

本プランを適正に運用し、当社取締役会によって恣意的な判断がなされることを防止するための

チェック機関として、独立委員会を設置します。独立委員会委員の人数は 3名以上とし、独立委員

会委員は、公正で中立的な判断を可能とするため、当社の業務執行を行う経営陣から独立している

社外有識者 11、当社社外取締役又は当社社外監査役（社外取締役及び社外監査役は、業務執行担当

者の影響を受けず客観的な意見を表明できる地位にあります｡）の中から選任します。独立委員会

委員の候補者氏名及びその略歴は（別紙 3）に記載のとおりです。また、独立委員会の概要は、（別

紙 4）に記載のとおりです。 
                                              
11
 社外有識者とは、経営経験豊富な企業経営者、投資銀行業務に精通する者、弁護士、公認会計士、会社法等を主たる研究対象と

する学識経験者、又はこれらに準ずる者を意味します。 
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買付者等が大量買付ルールを遵守したか否かの判断（下記Ⅲ4．（1）「買付者等が大量買付ルール

を遵守した場合」参照）、大量買付等が当社の企業価値及び株主共同の利益を著しく損なうと認め

られるか否かの判断（下記Ⅲ4．（1）「買付者等が大量買付ルールを遵守した場合」参照）、対抗措

置の発動の判断など、本プランに係る重要な判断に際しては、当社取締役会は、必ず独立委員会に

諮問することとし、その勧告を最大限尊重するものとします。 

 

（5）株主意思の確認手続き 

当社取締役会は、大量買付等に対する対抗措置を発動するか否かの決定を行うにあたり、株主の

皆様の意思を尊重する趣旨から、当該大量買付等に対し対抗措置を発動するか否かについて当社株

主の皆様に判断していただくこともできるものとします。株主意思の確認手続きは、買付者等が提

案する大量買付等の内容や買付者等から提供された本必要情報、対抗措置を発動するか否かの判断

が必要となる状況、株主意思の確認手続きに必要なコストなどを勘案したうえで、当社取締役会が

株主意思の確認手続きを行うことが必要かつ相当であると判断した場合に、行うものとします。ま

た、独立委員会から、株主意思の確認手続きを行うべき旨の勧告を受けた場合には、取締役会は、

当該勧告を最大限尊重するものとします。 

当社株主の皆様の意思を確認する場合には、会社法上の株主総会（以下、「本株主総会」といい

ます｡）による決議によるものとします。当社取締役会は、本株主総会を開催する場合には、本株

主総会の決議の結果に従い、大量買付等の提案に対し、対抗措置を発動し又は発動しないこととい

たします。なお、当社取締役会は、必要に応じて、本株主総会において議決権を行使しうる株主を

確定するために、基準日（以下、「本基準日」といいます｡）を速やかに設定し、本基準日の 2週間

前までに当社定款に定める方法によって公告するものとします。本株主総会の開催日は、原則とし

て当初定められた取締役会評価期間内に設定するものとしますが、本株主総会を開催するための実

務的に必要な期間等の理由によりやむを得ない事由がある場合には、取締役会評価期間を、30 日

間延長することができるものとします。 

 

① 本株主総会において議決権を行使できる株主は、本基準日の最終の株主名簿又は実質株主名

簿に記載又は記録された株主とします。 

② 本株主総会の決議は、法令及び当社定款に基づき、出席した議決権を行使することができる

株主の議決権の過半数をもって行うものとします。 

③ 当社取締役会は、本株主総会にて株主の皆様が判断するための情報等に関し、重要な変更等

が発生した場合（買付者等が大量買付等を撤回する場合など）には、本株主総会の本基準日

を設定した後であっても、本基準日の変更、又は本株主総会の延期もしくは中止をすること

ができるものとします。 

 

4． 大量買付等がなされた場合の対応方針 

（1）買付者等が大量買付ルールを遵守した場合 

買付者等が大量買付ルールを遵守した場合、当社取締役会は、原則として大量買付等に対する対

抗措置はとりません。買付者等の買付提案に応じるか否かは、当社株主の皆様においてご判断いた

だくことになります。 

しかし、買付者等が真摯に合理的な経営をめざすものではなく、買付者等による支配権取得が当

社に回復し難い損害をもたらすなど、（別紙 5）に掲げるいずれかの類型に該当し、当社の企業価
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値及び株主共同の利益を著しく損なうと判断される場合には、本プランの例外的措置として、当社

取締役会は当社株主の皆様の利益を守るために、適切と考える手段を取ることがあります。 

対抗措置の具体的な手段については、必要性及び相当性を勘案したうえで、対抗措置を発動する

時点で最も適切と当社取締役会が判断したものを選択することとします。 

上記の場合において、対抗措置として新株予約権の無償割当てを選択する場合には、その概要は、

（別紙 6）に記載のとおりとします。 

なお、上記のように対抗措置をとるか否かの判断に際しては、その客観性及び合理性を担保する

ため、当社取締役会は、買付者等の提供する買付後経営方針等を含む本必要情報に基づいて、必要

に応じて外部専門家等の助言を得ながら、買付者等及び大量買付等の具体的内容や、大量買付等が

当社の企業価値及び株主共同の利益に与える影響を検討し、独立委員会からの勧告を最大限尊重す

るものとします。また、上記Ⅲ3．（5）「株主意思の確認手続き」記載のとおり、本株主総会を開催

して株主の皆様の判断を仰ぐ場合もあります。 

 

（2）買付者等が大量買付ルールを遵守しない場合 

買付者等が大量買付ルールを遵守しなかった場合には、当社取締役会は、当社の企業価値及び株

主共同の利益を守ることを目的として、必要性及び相当性を勘案したうえで、新株予約権の発行等、

会社法その他の法律及び当社定款が認める対抗措置をとり、大量買付等に対抗する場合があります。

買付者等が大量買付ルールを遵守したか否か及び対抗措置の発動の適否は、外部専門家等の意見も

参考にし、また独立委員会の勧告を最大限尊重し、当社取締役会が決定します。さらに、上記Ⅲ3．

（5）「株主意思の確認手続き」記載のとおり、本株主総会を開催して株主の皆様の判断を仰ぐ場合

もあります。 

具体的にいかなる手段を講じるかについては、その時点で最も適切と当社取締役会が判断したも

のを選択することとします（なお、上記Ⅲ3．（5）「株主意思の確認手続き」記載のとおり、本株主

総会を開催して株主の皆様の判断を仰ぐ場合もありますが、その場合には、当社取締役会は、株主

総会決議に従います｡）。対抗措置として新株予約権の無償割当てを選択する場合には、その概要は、

（別紙 6）に記載のとおりとします。 

 

（3）対抗措置発動の停止等について 

当社取締役会は、対抗措置の発動が決定された後であっても、買付者等が大量買付等の撤回又は

変更を行った場合など、対抗措置の発動が適切でないと当社取締役会が判断した場合には、独立委

員会の勧告を最大限尊重したうえで、対抗措置の発動の変更又は停止を行うことができるものとし

ます。 

対抗措置として新株予約権の無償割当てを行う場合において、新株予約権の割当てを受けるべき

株主が確定した後に、買付者等が大量買付等の撤回又は変更を行うなどした結果、対抗措置を発動

することが適切でないと当社取締役会が判断したときには、次のとおり対抗措置発動を停止するこ

とができるものとします。 

 

① 当該新株予約権の無償割当ての効力発生日までの間であれば、独立委員会の勧告を最大限尊

重したうえで、当社取締役会は、新株予約権の無償割当てを中止する。 

② 新株予約権の無償割当ての効力発生日後、新株予約権の行使期間開始までの間であれば、当

社取締役会は、独立委員会の勧告を最大限尊重したうえで当該新株予約権を無償取得する。 
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当社取締役会は、上記①、②のように対抗措置発動の停止を行う場合は、株主及び投資家の皆様

のために、独立委員会が必要と認める事項も含め、必要十分な情報の速やかな開示を行います。 

また、対抗措置の発動の変更を行う場合としては、買付者等が大量買付等の対象となる株式数を

変更した場合に、新株予約権 1個当たりの目的となる株式の数を変更する場合などが想定されます。 

 

5. 株主・投資家に与える影響等 

（1）本プランの導入時に株主及び投資家の皆様に与える影響 

本プランの導入時には、本新株予約権の発行自体は行われません。従って、本プランがその導入

時に株主及び投資家の皆様の有する当社株式に係る法的権利及び経済的利益に対して直接具体的

な影響を与えることはありません。 

なお、上記Ⅲ4．（1）、（2）に記載のとおり、買付者等が大量買付ルールを遵守するか否か等によ

り当該買付行為に対する当社の対応方針が異なりますので、株主及び投資家の皆様におかれまして

は、買付者等の動向にご注意下さい。 

 

（2）対抗措置発動時に株主及び投資家の皆様に与える影響等 

当社取締役会が対抗措置の発動を決定し、本新株予約権の無償割当てを行う場合には、別途定め

る割当て期日における株主名簿又は実質株主名簿に記載又は記録された株主の皆様に対し、その保

有する株式 1株につき本新株予約権 3個を上限とした割合で、本新株予約権が無償にて割り当てら

れます。このような仕組み上、本新株予約権の無償割当て時においても、株主及び投資家の皆様が

保有する当社株式 1 株当たりの経済的価値の希釈化は生じるものの保有する当社株式全体の経済

的価値の希釈化は生じず、また当社株式 1株当たりの議決権の希釈化は生じないことから、株主及

び投資家の皆様の有する当社株式に係る法的権利及び経済的利益に対して直接具体的な影響を与

えることは想定しておりません。 

但し、買付者等につきましては、この対抗措置の発動により、結果的に、法的権利又は経済的利

益に何らかの影響が生じる場合があります。 

なお､当社取締役会が､本新株予約権の無償割当ての決議をした場合であっても、上記Ⅲ4．（3）

に記載の手続き等に従い当社取締役会が発動した対抗措置の中止又は発動の停止を決定した場合

には、当社株式の株価に相応の変動が生じる可能性があります。例えば、本新株予約権の無償割当

てを受けるべき株主が確定した後において、当社が対抗措置の発動を停止し本新株予約権を無償取

得して新株を交付しない場合には、株主及び投資家の皆様が保有する当社株式 1株当たりの経済的

価値の希釈化は生じないことになるため、当社株式 1株当たりの経済的価値の希釈化が生じること

を前提にして売買を行った投資家の皆様は、株価の変動により損害を被る可能性がある点にご留意

下さい。 

また、本新株予約権の行使又は取得に関して差別的条件（別紙 6 7．本新株予約権の行使条件、

別紙 6 8．当社による本新株予約権の取得）を付し、買付者等につきましては、新株予約の行使

不可、もしくは、当社による新株予約権取得時の条件により、その保有する当社株式については希

釈化される場合があり、買付者等の法的権利、経済的利益に影響が生じることが想定されます。こ

の場合であっても、買付者等以外の株主及び投資者の皆様の有する当社株式に係る法的権利及び経

済的利益に対して直接具体的な影響を与えることは想定しておりません。 
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（3）本新株予約権の無償割当てに伴って株主の皆様に必要となる手続き 

① 名義書換の手続き 

当社取締役会が本新株予約権の無償割当ての決議を行った場合には、当社取締役会において割

当て期日を定め、これを公告します。割当て期日における最終の株主名簿又は実質株主名簿に記

載又は記録された株主の皆様に新株予約権が無償にて割当てられますので、株主の皆様におかれ

ましては、公告された割当て期日までに株式の名義書換手続きを行っていただく必要があります。

なお、証券保管振替機構に対する預託を行っている株券については、名義書換手続きは不要です。 

② その他の手続き 

なお､割当て期日における最終の株主名簿又は実質株主名簿に記載又は記録された株主の皆様

は、当該新株予約権の無償割当ての効力発生日において、当然に新株予約権者となるため、申込

みの手続きは不要です。 

また、株主の皆様には、新株の取得のために所定の期間内に本新株予約権を行使していただく

必要が生じる可能性があります。（その際には一定の金銭の払込みを行っていただきます｡） 

 

以上のほか、割当て方法、行使の方法及び当社による取得の方法等の詳細については、本新株予

約権の無償割当てに関する当社取締役会の決議が行われた後、当社は、その手続きの詳細に関して、

適用ある法令及び金融商品取引所規則に基づき、適時かつ適切に開示又は通知を行いますので当該

開示又は通知の内容をご確認下さい。 

 

6. 本プランの適用開始と有効期限 

本プランは、第 88 回定時株主総会における株主の皆様のご承認をもって、同承認があった日か

ら発効することとし、本プランの有効期限は、平成 23 年 6 月 30 日までに開催される第 91 回定時

株主総会の終結の時までとします。但し、第 91 回定時株主総会において本プランを継続すること

が承認された場合は、継続する本プランの有効期限は更に 3年間延長され、その後も 3年以内に終

了する事業年度のうち最終のものに関する当社の定時株主総会において本プランを継続すること

が承認された場合には、更に 3年間延長することとします。当社取締役会は、本プランを継続する

ことが承認された場合、その旨を速やかにお知らせします。 

また、本プランの継続が決定された場合であっても、当社取締役会は、当社の企業価値及び株主

共同の利益の保護の観点から、関係法令の整備や、東京証券取引所が定める上場制度の整備等を踏

まえ随時見直しを行い、必要に応じて当社株主総会の承認を得て、本プランの変更又は廃止を行う

ことがあります。その場合には、その変更内容を速やかにお知らせします。 

 

 

Ⅳ. 本プランが会社の支配に関する基本方針に沿うものであること、当社の株主の共同の利益を損

なうものではないこと、及び当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではないこと、並び

にその理由 

 

1. 本プランが会社の支配に関する基本方針に沿うものであること 

本プランは、大量買付ルールの内容、大量買付等がなされた場合の対応方針、独立委員会の設置、

株主及び投資家の皆様に与える影響等を定めるものです。 
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本プランは、買付者等が大量買付等に関する必要かつ十分な情報を当社取締役会に事前に提供す

ること、及び取締役会評価期間が経過した後にのみ大量買付等を開始することを求め、大量買付ル

ールを遵守しない買付者等に対して当社取締役会が対抗措置を講じることがあることを明記して

います。 

また、大量買付ルールが遵守されている場合であっても、買付者等の大量買付等が当社の企業価

値及び株主共同の利益を著しく損なうものと当社取締役会が判断した場合には、買付者等に対して

当社取締役会は当社の企業価値及び株主共同の利益を守るために適切と考える対抗措置を講じる

ことがあることを明記しています。 

このように本プランは、会社の支配に関する基本方針の考え方に沿うものであるといえます。 

 

2. 本プランが当社株主の共同の利益を損なうものではないこと 

会社の支配に関する基本方針は、当社株主の共同の利益を尊重することを前提としています。本

プランは、会社の支配に関する基本方針の考え方に沿って設計され、当社株主の皆様が大量買付等

に応じるか否かを判断するために必要な情報や当社取締役会の意見の提供、代替案の提示を受ける

機会の提供を保障することを目的としております。本プランによって、当社株主及び投資家の皆様

は適切な投資判断を行うことができますので、本プランが当社株主の共同の利益を損なうものでは

なく、むしろその利益に資するものであると考えます。 

さらに、当社株主の皆様の承認を本プランの発効・延長の条件としており、本プランにはデッド

ハンド条項（導入した当時の取締役が一人でも代われば消却不能になる条項）やスローハンド条項

（取締役の過半数を代えても一定期間消却できない条項）は付されておらず、当社株主が望めば本

プランの廃止も可能であることは、本プランが当社株主の共同の利益を損なわないことを担保して

いると考えます。 

 

3. 本プランが当社役員の地位の維持を目的とするものではないこと 

本プランは、大量買付等を受け入れるか否かが最終的には当社株主の皆様の判断に委ねられるべ

きであることを大原則としながら、当社の企業価値及び株主共同の利益を守るために必要な範囲で

大量買付ルールの遵守の要請や対抗措置の発動を行うものです。本プランは当社取締役会が対抗措

置を発動する条件を事前かつ詳細に開示しており、当社取締役会による対抗措置の発動は本プラン

の規定に従って行われます。当社取締役会は、単独で本プランの発効・延長を行うことはできず、

当社株主の皆様の承認を要します。 

加えて本プランの有効期間の満了前であっても、当社取締役の任期は 1 年となっていますので、

毎年の取締役の選任を通じて本プランにつき株主の皆様のご意思を反映させることができます。 

また、大量買付等に関して当社取締役会が対抗措置をとる場合など、本プランに係る重要な判断

に際しては、必要に応じて外部専門家等の助言を得るとともに、当社の業務執行を行う経営陣から

独立している委員で構成される独立委員会へ諮問し、当社取締役会は、同委員会の勧告を最大限尊

重するものとしています。さらに、必要に応じて、株主の皆様の意思を尊重するため、株主意思の

確認手続きを行うことができるとしています。本プランには、当社取締役会による適正な運用を担

保するための手続きを盛り込んでいます。 

以上から、本プランが当社役員の地位の維持を目的とするものでないことは明らかであると考え

ております。 

以 上 



 12

別紙 1 

本プランのフロー図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        注 本フロー図は、あくまでもイメージであり、詳細は本文をご参照下さい。 

 

買付者等の出現 

大量買付ルールの適用 

大量買付ルールを遵守する場合 大量買付ルールを遵守しない場合 

買付者等から本必要情報の提出 

買付者等から意向表明書の提出 

取締役会評価期間 
60 日又は 90 日 

・取締役会による評価、意見形成、 
代替案立案、買付者等との交渉 

取締役会から情報リストの送付 

株主総会 
開催 

独立委員会の諮問・勧告 

企業価値及び株主共同の利益を 
著しく損なうと取締役会が判断 

独立委員会の諮問・勧告 

株主総会 
開催 

取締役会による 
発動・不発動の判断 

対抗措置不発動 対抗措置の発動 

不提出

不提出

該当 非該当 
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別紙 2 

 

大株主の状況 

 

  平成 20 年 3 月 31 日現在の当社の大株主の状況は以下のとおりです。 

株主名 持株数(千株) 出資比率(％) 

日清紡績株式会社 5,580 9.53 

日本生命保険相互会社 4,108 7.02 

シコク共栄会 3,413 5.83 

日本マスタートラスト信託銀行株式会社 

（退職給付信託口・㈱百十四銀行口） 
2,340 4.00 

株式会社 香川銀行 2,100 3.59 

株式会社 四国銀行 1,750 2.99 

株式会社 伊予銀行 1,500 2.56 

株式会社 中国銀行 1,500 2.56 

東京海上日動火災保険株式会社 1,414 2.42 

株式会社 みずほコーポレート銀行 1,400 2.39 

  （注）出資比率は自己株式（412,725 株）を控除して計算しております。 
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別紙 3 

独立委員会委員の候補者氏名及びその略歴 

 

白川 一郎（しらかわ いちろう） 

【略歴】 

昭和 18 年 2 月 7 日生まれ 

昭和 43 年 4 月 経済企画庁入庁 

平成元年 9 月 環境庁環境保健部保健企画課長 

平成 3年 7 月 経済企画庁調査局景気統計課長 

平成 5年 7 月 通産省中小企業庁指導部長 

平成 7年 4 月 立命館大学政策科学部教授 

平成 16 年 6 月 当社取締役 

平成 17 年 4 月 追手門学院大学経済学部教授、現在に至る 

平成 19 年 6 月 当社取締役退任 

白川一郎氏と当社の間には、特別の利害関係はありません。 

※白川一郎氏は社外取締役候補者であり、平成 20 年 6 月 26 日開催予定の、 

当社第 88 回定時株主総会にて選任されることを条件に就任する予定であります。 

 

木下 雅雄（きのした まさお） 

【略歴】 

昭和 18 年 4 月 16 日生まれ 

昭和 41 年 4 月 日清紡績株式会社入社 

平成 10 年 9 月 同社島田工場長 

平成 12 年 6 月 同社取締役 

平成 13 年 1 月 同社取締役繊維事業本部副本部長 

平成 13 年 6 月 同社取締役繊維事業本部第四部門長兼美合工場長 

平成 15 年 6 月 同社常務取締役 

平成 17 年 6 月 同社取締役退任 

平成 17 年 6 月 当社監査役、現在に至る 

木下雅雄氏と当社の間には、特別の利害関係はありません。 

 

 

籠池 信宏（かごいけ のぶひろ） 

【略歴】 

昭和 44 年 4 月 1 日生まれ 

平成 6年 4 月 弁護士登録・大阪弁護士会入会 

平成 12 年 2 月 香川県弁護士会へ登録換 

平成 12 年 4 月 籠池法律事務所入所、現在に至る 

平成 17 年 4 月 香川大学・愛媛大学連合法務研究科教授、現在に至る 

籠池信宏氏と当社の間には、特別の利害関係はありません。 

※籠池信宏氏は社外監査役候補者であり、平成 20 年 6 月 26 日開催予定の、 

当社第 88 回定時株主総会にて選任されることを条件に就任する予定であります。 

 

以 上 
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別紙 4 

 

独立委員会の概要 

 

1．独立委員会は、当社取締役会の決議により、大量買付等への対抗措置の発動等に関する取締役会の

恣意的判断を排し、取締役会の判断及び対応の客観性及び合理性を担保することを目的として、取締

役会の諮問機関として、設置される。 

 

2．独立委員会委員は、3名以上とし、当社の業務執行を行う経営陣から独立した、（1）社外取締役、（2）社

外監査役又は（3）社外有識者（経営経験豊富な企業経営者、投資銀行業務に精通する者、弁護士、公

認会計士、会社法等を主たる研究対象とする学識経験者、又はこれらに準ずる者）のいずれかに該当す

る者の中から、当社取締役会の決議に基づき選任される。なお、当社は、独立委員会委員との間で、善

管注意義務及び秘密保持義務に関する規定を含む契約を締結する。 

 

3．独立委員会委員の任期は、選任のときから 3 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定

時株主総会の終結の時までとする。但し、当社取締役会の決議により別段の定めをした場合はこの限り

ではない。また、社外取締役又は社外監査役であった独立委員会委員が、取締役又は監査役でなくな

った場合（但し、再任された場合を除く。）には、独立委員会委員としての任期も同時に終了するものとす

る。 

 

4．独立委員会は、各独立委員会委員が招集する。 

 

5．独立委員会の議長は、各独立委員会委員の互選により選定される。 

 

6．独立委員会の決議は､原則として、独立委員会委員全員が出席し、その過半数をもってこれを行う。但

し、独立委員会委員のいずれかに事故があるときその他特段の事由があるときは、独立委員会委員の過

半数が出席し、その過半数をもってこれを行う。 

 

7．独立委員会委員選任基準   

独立委員会委員に就任する者は、以下の各号に記載される事項のいずれにも該当しないものとする。 

（1） 当社の大株主（発行済株式総数の 5％超）又はその利益を代表する者 

（2） 現在又は過去において当社のグループ会社の取締役又は従業員である者、もしくはあった者 

（3） 現在又は過去 3 年以内において重要な取引関係のある会社、もしくはあった会社の取締役、執行

役又は従業員である者（「重要な取引関係」とは取引額の合計が年間 100 百万円又はその会社の連

結売上高の 2％のいずれか高い方の金額を超える取引を、当社との間で行うことをいう） 

（4） 現在又は過去 3 年以内において当社のアドバイザー（顧問弁護士や経営コンサルタントなど）とし

て、取締役及び監査役報酬以外に高額（年間 10 百万円以上）の報酬を受取っている者、もしくは受

取ったことがある者 

（5） （1）～（4）のいずれかに該当する近親の親族（2 親等以内の血縁関係者もしくは同居する者）を有

する者 

（6） 独立委員会委員に就任してから、8 年超を経過している者 
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8．独立委員会は、以下の各号に記載される事項について審議の上決議し、その決議内容を、理由を付し

て当社取締役会に対して勧告する。 

（1） 本プランに係る対抗措置の発動の是非 

（2） 本プランに係る対抗措置の中止又は発動の停止 

（3） 本プランに係る対抗措置の発動の是非について株主総会に諮るべきであるか否か 

（4） 本プランの廃止及び変更 

（5） その他本プランに関連して当社取締役会が任意に独立委員会に諮問する事項 

各独立委員会委員は、独立委員会における審議及び決議においては、専ら当社の企業価値及び

株主共同の利益に資するか否かの観点からこれを行うことを要し、自己又は当社の経営陣の個人的

利益を図ることを目的としてはならない。 

 

9．独立委員会は、必要に応じて、当社の取締役、監査役又は従業員その他必要と認める者を出席させ、

独立委員会が求める事項に関する意見又は説明を求めることができる。 

 

10．独立委員会は、その職務の遂行に当たり、当社の費用で、当社の業務執行を行う経営陣から独立した

外部専門家（投資銀行、証券会社、フィナンシャル・アドバイザー、公認会計士、弁護士、コンサルタント

その他の専門家を含む｡）から助言を得ることができる。  

 

以 上 
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別紙 5 

当社の企業価値及び株主共同の利益を著しく損なうと認められる類型 

 

1．買付者等が真に会社経営に参加する意思がないにもかかわらず、ただ株価をつり上げて高値で

当社の株券等を当社又は当社関係者に引き取らせる目的で当社の株券等の取得を行っている又

は行おうとしている者（いわゆるグリーンメイラー）であると判断される場合 

 

2．当社の会社経営を一時的に支配して当社又は当社グループ会社の事業経営上必要な知的財産権、

ノウハウ、企業秘密情報、主要取引先又は顧客等の当社又は当社グループ会社の資産を当該買付者

等又はそのグループ会社等に移転する目的で当社の株券等の取得を行っていると判断される場合 

 

3．当社の会社経営を支配した後に、当社又は当社グループ会社の資産を当該買付者等又はそのグ

ループ会社等の債務の担保や弁済原資として流用する目的で、当社の株券等の取得を行っている

と判断される場合 

 

4．当社の会社経営を一時的に支配して、当社又は当社グループ会社の事業に当面関係していない

不動産、有価証券等の高額資産等を売却等により処分させ、その処分利益をもって一時的に高配

当をさせるかあるいはかかる一時的高配当による株価の急上昇の機会を狙って当社の株券等の

高価売り抜けをする目的で当社の株券等の取得を行っていると判断される場合 

 

5．買付者等の提案する当社の株券等の買付方法が、いわゆる強圧的二段階買収（最初の買付けで

当社の株券等の全部の買付けを勧誘することなく、二段階目の買付条件を不利に設定し、あるい

は明確にしないで、公開買付け等の株券等の買付等を行うことをいいます｡）等の、株主の皆様

の判断の機会又は自由を制約し、事実上、株主の皆様に当社の株券等の売却を強要するおそれが

あると判断される場合 

 

6．買付者等の提案する当社の株券等の買付条件（買付対価の種類及び金額、当該金額の算定根拠、

その他の条件の具体的内容（当該取得の時期及び方法を含みます｡）、違法性の有無並びに実現可

能性等を含むがこれらに限られません｡）が、当社の企業価値に照らして著しく不十分又は不適

切なものであると判断される場合 

 

7．買付者等による支配権の取得により、当社株主はもとより、顧客、従業員その他の利害関係者

の利益を含む当社の企業価値及び株主共同の利益の著しい毀損が予想されるなど、当社の企業価

値及び株主共同の利益の確保又は向上を著しく妨げるおそれがあると判断される場合 

 

8．買付者等が支配権を取得する場合の当社の企業価値が、中長期的な将来の企業価値との比較に

おいて、当該買付者等が支配権を取得しない場合の当社の企業価値に比べ、著しく劣後すると判

断される場合 

 

9．買付者等が公序良俗の観点から当社の支配株主として著しく不適切であると判断される場合 

 

10.その他 1．から 9．までに準じる場合で、当社の企業価値及び株主共同の利益を著しく損なうと

判断される場合 

以  上 
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別紙 6 
新株予約権無償割当ての概要 

 

1．本新株予約権の割当総数 

本新株予約権の割当総数は、本新株予約権の無償割当てに関する取締役会決議（以下、「本新株

予約権無償割当て決議」といいます｡）において当社取締役会が別途定める一定の日（以下、「割当

て期日」といいます｡）における当社の最終の発行済株式総数（但し、同時点において当社の有す

る当社株式の数を除きます｡）の 3 倍の数を上限として、当社取締役会が本新株予約権無償割当て

決議において別途定める数とします。 

 

2．割当対象株主 

割当て期日における最終の株主名簿又は実質株主名簿に記載又は記録された株主に対し、その所

有する当社普通株式（但し、同時点において、当社の有する当社株式を除きます｡）１株につき 3

個を上限として、当社取締役会が本新株予約権無償割当て決議において別途定める割合で本新株予

約権の無償割当てをします。 

 

3．本新株予約権の無償割当ての効力発生日 

本新株予約権無償割当て決議において当社取締役会が別途定める日とします。 

 

4．本新株予約権の目的である株式の種類及び数 

本新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、本新株予約権 1個当たりの目的であ

る株式の数（以下、「対象株式数」といいます｡）は、1株を上限として当社取締役会が本新株予約

権無償割当て決議において別途定める数とします。但し、当社が株式の分割又は株式の併合等を行

う場合は、所要の調整を行うものとします 

 

5．本新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及び価額 

本新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、本新株予約権の行使に際して出資され

る財産の当社普通株式1株当たりの金額は1円以上で当社取締役会が本新株予約権無償割当て決議

において別途定める額とします。 

 

6．本新株予約権の譲渡制限 

本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとします。 
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7．本新株予約権の行使条件 

（1）特定大量保有者 12、(2)特定大量保有者の共同保有者、(3)特定大量買付者 13、(4)特定大量

買付者の特別関係者、もしくは（5）これら(1)から(4)までの者から本新株予約権を当社取締役会

の承認を得ることなく譲受けもしくは承継した者、又は、(6)これら(1)から（5）までに該当する

者の関連者 14(これらの者を総称して、以下、｢非適格者｣といいます｡)は、本新株予約権を行使す

ることができないものとします。なお、本新株予約権の行使条件の詳細については、本新株予約権

無償割当て決議において別途定めるものとします。 

 

8．当社による本新株予約権の取得 

当社は、当社取締役会が別途定める日において、非適格者以外の者が所有する本新株予約権を取

得し、これと引き替えに本新株予約権 1個につき対象株式数の当社普通株式を交付することができ

るものとします。非適格者が有する本新株予約権を取得するときは、これと引き換えに本新株予約

権１個につき相応の対価を交付する旨の定めを設ける場合があります。なお、本新株予約権の取得

条件の詳細については、本新株予約権無償割当て決議において別途定めるものとします。 

 

9．対抗措置発動の停止等の場合の無償取得 

当社取締役会が、対抗措置の発動を停止した場合その他本新株予約権無償割当て決議において当

社取締役会が別途定める場合には、当社は、本新株予約権の全部を無償にて取得することができる

ものとします。 

 

10．本新株予約権の行使期間等 

本新株予約権の行使期間その他必要な事項については、当社取締役会が本新株予約権無償割当て

決議において別途定めるものとします。 

以 上 
                                              
12

 当社が発行者である株券等の保有者で、当該株券等に係る株券等保有割合が 20％以上である者、又は、これに該当することとなると当社

取締役会が認める者をいいます。但し、その者が当社の株券等を取得・保有することが当社の企業価値及び株主共同の利益に反しないと当

社取締役会が認めた者その他本新株予約権無償割当て決議において当社取締役会が別途定める者は、これに該当しないこととします。 
13

 公開買付けによって当社が発行者である株券等（金融商品取引法 27 条の 2 第 1 項に定義される株券等を意味します。以下本注において

同じとします｡）の買付け等（金融商品取引法 27 条の 2 第 1 項に定義される買付け等を意味します。以下本注において同じとします｡）を行う旨

の公告を行った者で、当該買付け等の後におけるその者の所有（これに準ずるものとして金融商品取引法施行令第 7 条第 1 項に定めるものを

含みます｡）に係る株券等の株券等所有割合がその者の特別関係者の株券等所有割合と合計して 20％以上となる者、又は、これに該当する

こととなると当社取締役会が認める者をいいます。但し、その者が当社の株券等を取得・保有することが当社の企業価値及び株主共同の利益

に反しないと当社取締役会が認めた者その他本新株予約権無償割当て決議において当社取締役会が別途定める者は、これに該当しないこ

ととします。 
14

 ある者の「関連者」とは、実質的にその者を支配し、その者に支配されもしくはその者と共同の支配下にある者（当社取締役会がこれらに該

当すると認めた者を含みます｡）､又はその者と協調して行動する者として当社取締役会が認めた者をいいます。なお「支配」とは、他の会社等

の「財務及び事業の方針の決定を支配している場合」（会社法施行規則第 3 条第 3 項に定義される場合をいいます｡）をいいます。 


